
第５７号議案 

 

蒲郡市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

蒲郡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を、次のように制定す

るものとする。 

 

令和４年９月７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

蒲郡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正を行うため提案

する。 



蒲郡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年蒲郡市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項中「含む」の次に「。第１１条第２項において「勤務日数」とい

う」を、「１８日」の次に「（１月間の日数（蒲郡市の休日を定める条例（平成３年

蒲郡市条例第２号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０

日に満たない日数の場合にあっては、２０日と当該日数との差に相当する日数を１

８日から減じた日数。第１１条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加

え、「同項第２号」を「地方公務員法第２２条の２第１項第２号」に改める。 

第１１条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づき市長が定める規則により、勤務を要しないこととさ

れ、又は休暇を与えられた日を含む。）」を「勤務日数」に、「１８日」を「職員み

なし日数」に改め、同条第４項中「職員が、当該」を「職員が当該」に、「支給期

間」とする」を「支給期間」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が３０日

未満のものその他市長が定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずる

ものとして市長が定める職員が市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出

たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及び本項の

規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日

数を除く。）は、第１項及び本項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第

１１項第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。 

附則第１４項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第２項並びに第１１条第

２項及び第１１項第５号の改正規定は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の蒲郡市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」

という。）第１１条第４項の規定は、前項本文に規定する施行の日以後に新条例

第１１条第４項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長

が定める職員に該当するに至った者について適用する。 



３ 新条例第２条第２項及び第１１条第２項の規定は、令和４年１０月１日以後の

期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日

前の当該期間の計算については、なお従前の例による。 


